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指定介護予防支援及び第一号介護予防支援事業の提供にあたり、事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。 

１.法人の概要 

２.事業所の概要 

３.事業所の方針 
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４.職員体制等 

職種 資格 員数等 

センター長 主任介護支援専門員 常勤兼務職員１名 

管理者 主任介護支援専門員 
常勤兼務職員１名 

（主任介護支援専門員兼務） 

保健師等 保健師 １名以上 

主任介護支援専門員 主任介護支援専門員 １名以上（兼務含む） 

社会福祉士等 
社会福祉士・社会福

祉主事 
１名以上 

介護支援専門員 介護支援専門員 １名以上 

５.営業日・営業時間 

営業日 営業時間 

月曜日～土曜日 午前９時から午後５時３０分 

日曜日、祝日及び１２月３１日から１月３日は休業します。 

６.利用料金 

 単位(１月につき) 備考 

介護予防支援費 ４４２単位 介護予防支援及び給付管理を実施 

初回加算 ３００単位 
新規利用及び利用が２ヶ月以上空い

た場合 

委託連携加算 ３００単位 
居宅介護支援事業所へ新規に委託

依頼をした場合 

 単位(１月につき) 備考 

ケアマネジメント A 
４４２単位 

４７２単位（Ⅱ） 

介護予防支援及び給付管理を実施 

（Ⅱ）は介護予防支援事業所の指定

を受けた居宅介護支援事業所に再委

託する場合 

ケアマネジメント C 
４４２単位 

４７２単位（Ⅱ） 

介護予防支援及び給付管理を実施 

（Ⅱ）は介護予防支援事業所の指定

を受けた居宅介護支援事業所に再委

託する場合 

初回加算 ３００単位 
新規利用及び利用が２ヶ月以上空い

た場合 

委託連携加算 ３００単位 
居宅介護支援事業所へ新規に委託

依頼をした場合 
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 単位(１月につき) 備考 

自立支援加算 5000単位 

身体機能回復を目指して、介護予防サー

ビス等利用後、ケアマネジメント Cへ移行

して 3か月以上経過した場合 

※１ 指定介護予防支援及び第一号介護予防支援の利用料金は表のとおりです。 

（１単位単価＝１０.７円）ただし、法定代理受領のため、利用者負担は発生しません。 

※２ 介護保険料を滞納されると、法定代理受領できなくなる場合があります。この

場合は、一旦料金をお支払いいただき、サービス提供証明書を発行します。この証

明書を区役所・支所の健康長寿推進課の窓口に提出されますと、全額払い戻しを

受けることができます。（利用者の介護保険料の滞納の額等によっては、全額が払

い戻されない場合があります） 

７.介護予防ケアプランに位置付ける介護予防サービス費 

介護予防ケアプランに位置付ける介護予防サービス等について、利用者は、当事業所

に対して、複数の介護予防サービス事業者等を紹介することやケアプランに位置付けた

介護予防サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。 

８.医療機関との連携 

９.サービス提供の手順 
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少なくとも１カ月に１回、利用者へ状況等の確認のため電話にて連絡します。おお

むね３カ月に１回並びに著しい変化があった場合は利用者との連絡を実施し居宅

に訪問します。 

また、以下の要件のもと、テレビ電話装置その他の情報機器を活用しモニタリング

実施することがあります。 

ア）利用者の同意を得ること 

イ）サービス担当者会議などにおいて、次に揚げる事項につい

て主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること 

ⅰ）利用者の状態が安定している事。 

ⅱ）利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができる

事（家族様のサポートがある場合も含む）。 

ⅲ）テレビ電話装置などを活用したモニタリングでは把握で

きない情報について、他のサービス事業所との連携により

情報収集すること 

ウ）少なくとも６月に１回はご利用者の居宅を訪問すること 

 

 

同意欄 

 

▢ 

少なくとも１ヶ月に１回、サービス事業者に対してサービス実施状況や利用者の状

態等に関する情報を聴取します。 

少なくとも１ヶ月に１回、上記➀の結果を記録します。 

１０.指定介護予防支援等の委託 

アセスメントの実施 

ケアプランの原案の作成 

サービス担当者会議の開催 

利用者に対するケアプラン原案の説明 

利用者及びサービス担当者に対するケアプランの交付 

モニタリングの実施 

介護予防に係る効果の評価 

保険給付に係る給付管理業務 

利用者及びサービス担当者等との連絡調整 

その他 
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１１.記録の保管 

介護予防ケアプラン等の書面を作成した後、その完結の日から５年間保存します。利

用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。 

１２.緊急時及び事故発生時の対応 

訪問時に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者の主治医、救急隊、緊急

時連絡先等へ連絡をするとともに必要な措置を講じます。 

また、訪問時に事故が発生した場合には、必要な措置を講じるとともに上記に加え、京

都市、市町村及び当該利用者の家族等に連絡を行います。 

主 治 医 

病 院 名  

氏 名  

電 話 番 号   

 

緊急時連絡先１ 

氏名（続柄） （      ） 

電 話 番 号  

緊急時連絡先２ 

氏名（続柄） （      ） 

電 話 番 号  

１３.相談窓口、苦情対応 

事業所相談窓口 

事業所名：京都市唐橋地域包括支援センター 

担 当 者：管理者 矢野 敏裕 

電話番号：075-694-6222  FAX番号：075-694-6670 

対応時間：平日９時から１７時３０分 

※上記以外の時間帯、休日に関しては転送電話による対応

となります 



- 6 - 

 

京都市南区役所保健福祉センター 

健康長寿推進課 

高齢介護保険担当 

所 在 地：京都市南区西九条南田町１－３ 

南区総合庁舎内 

電話番号：075-681-3296 

FAX番号：075-681-3390 

対応時間：平日 9時から 12時 

１３時から 17時 

京都府国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地：京都市下京区烏丸通四条下ル 

水銀屋町 620  COCON烏丸内 

電話番号：075-354-9090 

FAX番号：075-354-90９９ 

対応時間：平日８時３０分から１２時 

１３時から１７時１５分 

 

１４.感染症対策及び非常災害対策について 

感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援等の継続

的な提供と、非常時の体制で早期に業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」

という。)を策定して、必要な措置に講じます。 

事業所は定期的に業務継続計画の見直しや、従業者に研修や訓練を計画的に行い

ます。 

非常災害対策としての訓練の実施にあたって、地域住民の参加が得られるよう連携に

努めます。 

１５.秘密の保持と個人情報の保護について 
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※個人情報の利用目的については【別添資料１】のとおりです。 

１６.虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な

措置を講じます。 

虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者  矢野 敏裕 

虐待防止のための指針を整備しています。 

虐待防止の対策を検討する委員会を定期的に開催して結果を従業者に周知して 

います。 

従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

成年後見制度の利用を支援します。 

苦情解決体制を整備しています。 

１７.ハラスメント対策について 
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当事業所は指定介護予防支援等の提供開始にあたり、利用者に対して本書面を交付

のうえ、事業サービスの内容及び重要事項の説明を行いました。 

 

事業者 住所  京都市南区唐橋羅城門町３８番地マム・スクエア内１階 

   事業所名 医療法人同仁会（社団） 

京都市唐橋地域包括支援センター 

指定介護予防支援事業所 

 

説明者 氏名           

 

説明年月日   令和  年  月  日 

 

上記内容の説明を事業者から確かに受け、内容について同意し、重要事項説明書の

交付を受けました。 

 

利用者 住所               

 

   氏名               

 

私は、利用者が居宅介護支援のサービスについて、本書面に基づいて重要事項の説

明を受け、内容について同意したことを確認しましたので、私がその署名を代行します。 

 

署名代行者 住所              

 

    氏名              

 

 

家族・身元引受人または成年後見人等 

 

    住所              

 

    氏名（続柄）        （    ）  
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【別添資料１】 

 

医療法人同仁会（社団） 介護事業部における個人情報の利用目的 

1.法人内での利用 

① 利用者様に提供する介護サービス 

② 介護保険事務 

③ 入院・退院・入所・退所及びサービスの利用開始・停止などの管理 

④ 利用者様の診療のため、医師などの意見・助言を求める場合 

⑤ 会計・経理事務 

⑥ 介護事故などの報告 

⑦ 利用者様への介護サービス向上 

⑧ 介護実習への協力 

⑨ 介護の質の向上を目的とした事例検討（教育・育成・研究） 

⑩ その他、利用者様に係る管理運営業務 

2.事業所外への情報提供としての利用 

① 他の医療機関、居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、地域包括支援セ

ンター、公的機関との連携・照会及び照会への回答 

② 業務委託 

③ ご家族等への心身の状況説明 

④ 審査支払機関へのレセプト（介護報酬請求明細）の提出 

⑤ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

⑥ 損害賠償保険等に係る保険会社等への相談または届出等 

⑦ その他、利用者様への介護保険事務に関する利用 

⑧ 京あんしんネットご利用の際、関係者との情報共有 

3.その他の利用 

① 介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

② 外部監査機関への情報提供 

③ 当施設、事業所内において行なわれる看護、介護、社会福祉士、リハビリ職等、

学生の実習への協力 

④ 学会・研究会等での事例研究発表等 

⑤ 施設イベントなどの写真を SNS（Facebook、Instagram、TikTok等）、ホーム

ページ、パンフレット、広報誌や施設内ポスターなどへの掲載（ご本人様、ご家族

様） 

⑥ ご利用者様が他の事業所と連携する場合（入院、転所、退所など）、また別の

サービス等に移行する場合、ご家族様の個人情報の提供 

【付記】 

１．上記の内容に同意いただける場合は、「個人情報利用同意書」にサインをお願いします。 

２．上記のうち、同意しがたい事項がある場合には、その旨お申し出下さい。 

３．これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更することが可能です。 

 

医療法人同仁会（社団） 介護事業部 

 


